
令 和 ３ 年 ９ 月 ２ ９ 日 

 

 

決算調査特別委員会の運営について 

 

１ 審査時間について 

(1) 審査時間は、午前１０時から午後５時までを原則とする。 

ただし、１０人分科会については主査を除く委員の再質問の時間を確保するため、 

主査の判断により閉会時間を延長することができる。 

(2) 開会に当たっては、５分前に放送し定刻に開会する。 

 

２ 分科会の運営について 

(1) 分科会の招集は主査が行う。ただし、主査に事故があるとき、又は欠けたときは、

副主査がこれを行う。 

(2) 分科会の審査項目は、「決算分科会別審査項目一覧表」のとおりとする。 

(3) 議題に対する説明は省略し、順次質疑を行う。 

(4) 最初、主査を除く委員が１人２０分（答弁を含む）を限度として質疑を行う。再質

問は、改めて質問希望者を募り、再度１人２０分を限度として質疑を行う。 

(5) さらに、会議終了時間までの残り時間は、質問希望者で割り振る。 

(6) 再々質問以降の質疑については、規制しないが、委員は他の委員の質問時間を考慮

して、常識の範囲内（２０分以内）に収める。 

(7) 分科会では、表決は行わない。 

 

３ 総括質問の運営について 

(1) 質問通告は分科会最終日（１０月１４日）午後５時までに、委員長あてにその要旨

を文書で行う。 

(2) 分科会の発言順序に従って、その質問事項をまとめた表（速報）を作成し配付する。 

(3) 各会派の持ち時間（質疑・答弁）及び順序は次のとおりとする。 

① 自 民 党   ５時間１８分 

② 公 明 党   ３時間３０分 

③ 共 産 党   ３時間１２分 

④ 民 主 ク ラ ブ   １時間４２分 

⑤ 無 所 属 の 会       ３６分 

⑥ 社 民 党      ２０分 

⑦ 無 所 属 議 員（４名） 各２０分 

なお、持ち時間を超えた場合には、質疑・答弁の途中であっても終了する。 
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(4) 審査日程は、次のとおりとする。 

１０月２０日 自民党総括質問 

１０月２１日 公明党総括質問 

共産党総括質問（２時間） 

１０月２２日 共産党総括質問（１時間１２分） 

民主クラブ総括質問 

無所属の会総括質問 

社民党総括質問 

無所属議員（４名）総括質問 

表 決 

委員会の閉会時間の短縮・延長については、質問会派の意向を尊重して、委員長 

が弾力的に運営する。 

 

４ 資料要求について 

(1) 分科会において要求のあった資料は、当該分科会の全委員及び当該分科会に 

所属しない会派・無所属議員に１部配付する。 

(2) 総括質問において要求のあった資料は、当該委員及び各会派・無所属議員に 

１部配付する。 
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